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(57)【要約】
【課題】多面方向に画像表示面を有する端末装置の操作
性を向上させる。
【解決手段】端末装置１は、多面方向を向く画像表示面
として第１表示画面１１Ａおよび第２表示画面１１Ｂを
有する表示部と、第１表示画面１１Ａおよび第２表示画
面１１Ｂに対するユーザのタッチ操作に応じて予め定め
られた処理を実行する実行部と、本装置を使用している
ユーザの位置を特定する特定部と、特定部により特定さ
れたユーザの位置の情報に基づいて第１表示画面１１Ａ
および第２表示画面１１Ｂのうちユーザの顔と対向する
対向領域にタッチ操作を受け付ける操作面１１ｐの設定
を行う設定部とを備える。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多面方向に画像表示面を有する表示部と、
　前記画像表示面に対するユーザの接触操作に応じて予め定められた処理を実行する実行
部と、
　本装置を使用しているユーザの位置を特定する特定部と、
　前記特定部により特定された前記位置の情報に基づいて、前記画像表示面のうちユーザ
の顔と対向する対向領域に前記接触操作を受け付ける操作面の設定を行う設定部と、
を備える端末装置。
【請求項２】
　前記特定部は、前記画像表示面に対するユーザの接触の検知に基づいて前記位置を特定
する請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記設定部は、前記特定部によって予め定められた面積を超える接触が検知された前記
画像表示面の領域に対して、前記接触操作を受け付けない非操作面の設定を行う請求項２
に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記操作面にて予め定められたアプリケーションが実行されている場合に、前記表示部
は、前記非操作面に当該アプリケーションの操作に関する表示を行い、前記実行部は、当
該非操作面にて前記接触操作を一時的に受け付けて前記予め定められた処理を実行する請
求項３に記載の端末装置。
【請求項５】
　前記画像表示面に対するユーザの接触位置が変化しながら前記対向領域が変わる移動動
作が行われている場合に、前記実行部は、前記操作面に対する前記接触操作に応じた前記
予め定められた処理を一時的に実行しない請求項１に記載の端末装置。
【請求項６】
　少なくとも前記表示部の移動を検知する移動検知部を備え、
　前記画像表示面に対するユーザの接触位置が変化せずに前記移動検知部によって前記表
示部の移動が検知された場合に、前記表示部は、前記画像表示面に表示されている画像を
移動させる請求項１に記載の端末装置。
【請求項７】
　多面方向に画像表示面を有する表示部と、
　本装置を使用しているユーザの位置を特定する特定部と、
　前記特定部によって特定された前記ユーザの位置の情報に基づいて、前記画像表示面に
表示すべき画像の端部を、前記画像表示面のうちユーザの顔と対向する対向領域の端部に
対応させて当該画像表示面に表示する表示制御部と、
を備える端末装置。
【請求項８】
　多面方向に画像表示面を有する表示部を備える端末装置として機能するコンピュータに
、
　前記画像表示面に対するユーザの接触操作に応じて予め定められた処理を実行する機能
と、
　本装置を使用しているユーザの位置を特定する機能と、
　前記位置の情報に基づいて前記画像表示面のうちユーザの顔と対向する対向領域に前記
接触操作を受け付ける操作面の設定を行う機能と、
を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置およびプログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１には、湾曲したディスプレイ面上に画像を表示する方法であって、グ
ラフィックオブジェクトを受信し、グラフィックオブジェクトの中心で湾曲したディスプ
レイ面に接する面に略直角である視軸で見た時に、湾曲したディスプレイ面上のグラフィ
ックオブジェクトの外観が湾曲したディスプレイ面上のグラフィックオブジェクトの位置
に関係なく実質的に類似するように、実行時に、グラフィックオブジェクトを歪曲し、湾
曲したディスプレイ面上にグラフィックオブジェクトを表示する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５６９３９６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、端末装置において、多面方向に画像表示面を有する表示部を設ける構成を採用
する場合がある。この場合に、端末装置とユーザとの位置関係によっては、画像表示面の
うちユーザが見ることが容易な領域と見ることが困難な領域とが生じうる。そして、画像
表示面に対して単に画像の表示を行うと、画像表示面に表示される画像に基づくユーザの
操作が行いにくくなるおそれがあった。
【０００５】
　本発明は、多面方向に画像表示面を有する端末装置の操作性を向上させることを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、多面方向に画像表示面を有する表示部と、前記画像表示面に
対するユーザの接触操作に応じて予め定められた処理を実行する実行部と、本装置を使用
しているユーザの位置を特定する特定部と、前記特定部により特定された前記位置の情報
に基づいて、前記画像表示面のうちユーザの顔と対向する対向領域に前記接触操作を受け
付ける操作面の設定を行う設定部と、を備える端末装置である。
　請求項２に記載の発明は、前記特定部は、前記画像表示面に対するユーザの接触の検知
に基づいて前記位置を特定する請求項１に記載の端末装置である。
　請求項３に記載の発明は、前記設定部は、前記特定部によって予め定められた面積を超
える接触が検知された前記画像表示面の領域に対して、前記接触操作を受け付けない非操
作面の設定を行う請求項２に記載の端末装置である。
　請求項４に記載の発明は、前記操作面にて予め定められたアプリケーションが実行され
ている場合に、前記表示部は、前記非操作面に当該アプリケーションの操作に関する表示
を行い、前記実行部は、当該非操作面にて前記接触操作を一時的に受け付けて前記予め定
められた処理を実行する請求項３に記載の端末装置である。
　請求項５に記載の発明は、前記画像表示面に対するユーザの接触位置が変化しながら前
記対向領域が変わる移動動作が行われている場合に、前記実行部は、前記操作面に対する
前記接触操作に応じた前記予め定められた処理を一時的に実行しない請求項１に記載の端
末装置である。
　請求項６に記載の発明は、少なくとも前記表示部の移動を検知する移動検知部を備え、
前記画像表示面に対するユーザの接触位置が変化せずに前記移動検知部によって前記表示
部の移動が検知された場合に、前記表示部は、前記画像表示面に表示されている画像を移
動させる請求項１に記載の端末装置である。
　請求項７に記載の発明は、多面方向に画像表示面を有する表示部と、本装置を使用して
いるユーザの位置を特定する特定部と、前記特定部によって特定された前記ユーザの位置
の情報に基づいて、前記画像表示面に表示すべき画像の端部を、前記画像表示面のうちユ
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ーザの顔と対向する対向領域の端部に対応させて当該画像表示面に表示する表示制御部と
、を備える端末装置である。
　請求項８に記載の発明は、多面方向に画像表示面を有する表示部を備える端末装置とし
て機能するコンピュータに、前記画像表示面に対するユーザの接触操作に応じて予め定め
られた処理を実行する機能と、本装置を使用しているユーザの位置を特定する機能と、前
記位置の情報に基づいて前記画像表示面のうちユーザの顔と対向する対向領域に前記接触
操作を受け付ける操作面の設定を行う機能と、を実現させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１の発明によれば、多面方向に画像表示面を有する端末装置の操作性を向上させ
ることが可能になる。
　請求項２の発明によれば、画像表示面に対するユーザの接触操作に応じて予め定められ
た処理を実行可能な端末装置にて、その接触の検知の機能を活用して操作面の設定を行う
ことができる。
　請求項３の発明によれば、ユーザの意図しない接触操作が実行されることを防止するこ
とができる。
　請求項４の発明によれば、特定のアプリケーションが実行されている際に、非操作面を
活用することができる。
　請求項５の発明によれば、画像表示面に接触しながら表示部を移動させるという動作が
行われた場合に、ユーザの意図しない接触操作が実行されることを防止できる。
　請求項６の発明によれば、画像表示面に対するユーザの接触状態が維持された状態で表
示部を移動させることで、画像表示面の画像を移動させることができる。
　請求項７の発明によれば、多面方向に画像表示面を有する端末装置の操作性を向上させ
ることが可能になる。
　請求項８の発明によれば、多面方向に画像表示面を有する端末装置の操作性を向上させ
ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】（ａ）～（ｃ）は、実施形態１の端末装置の全体図である。
【図２】実施形態１の端末装置のハードウェア構成例を示した図である。
【図３】実施形態１の操作面設定処理を実現する制御部の機能ブロック図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、表示画面に表示する画像の一例である。
【図５】（ａ）～（ｃ）は、表裏画面状態の端末装置をユーザが保持した状態を示す図で
ある。
【図６】（ａ）および（ｂ）は、操作面設定処理中におけるカメラ起動の際の説明図であ
る。
【図７】実施形態１の操作面設定処理の動作フロー図である。
【図８】（ａ）および（ｂ）は、実施形態２の端末装置の全体斜視図である。
【図９】実施形態２の制御部の機能の説明図である。
【図１０】（ａ）および（ｂ）は、端末装置をユーザが保持した状態を示す図である。
【図１１】（ａ）～（ｄ）は、実施形態２の端末装置におけるスクロール操作の説明図で
ある。
【図１２】（ａ）～（ｄ）は、実施形態２の端末装置における指先回転操作の説明図であ
る。
【図１３】（ａ）～（ｄ）は、実施形態２の端末装置におけるシェイク操作の説明図であ
る。
【図１４】実施形態２の操作面設定処理の動作フロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための形態について説明する。
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＜実施形態１＞
　図１は、実施形態１の端末装置１の全体図である。
　図１（ａ）に示すように、実施形態１の端末装置１は、第１筐体部１Ａと、ヒンジ２を
介して第１筐体部１Ａに接続する第２筐体部１Ｂとを有している。そして、図１（ｂ）お
よび図１（ｃ）に示すように、第１筐体部１Ａおよび第２筐体部１Ｂは、ヒンジ２を回転
軸として相対的に回転する。
【００１０】
　そして、図１（ａ）に示すように、端末装置１は、第１筐体部１Ａの後述する第１表示
画面１１Ａと第２筐体部１Ｂの後述する第２表示画面１１Ｂとが同様な方向を向いて並ぶ
「開いた状態」をとる。また、端末装置１は、第１表示画面１１Ａと第２表示画面１１Ｂ
とが対峙する「閉じた状態」をとる。さらに、図１（ｂ）および図１（ｃ）に示すように
、端末装置１は、第１表示画面１１Ａと第２表示画面１１Ｂとが表裏の方向をそれぞれ向
く「表裏画面状態」をとる。
【００１１】
　図１（ａ）に示すように、第１筐体部１Ａは、画像を表示する画面である第１表示画面
１１Ａと、ユーザが操作する第１操作ボタン１２Ａと、被写体等を撮影する第１カメラ１
３Ａと、対象物の接触を検知する第１スイッチ１４Ａと、制御を行う制御部１５と、を有
する。
【００１２】
　第１表示画面１１Ａは、制御部１５による制御に基づいて、画像を表示する。また、第
１表示画面１１Ａは、タッチパネルとして機能するようになっており、ユーザの指等のタ
ッチ操作（接触操作）を検知する。そして、端末装置１では、第１表示画面１１Ａに対す
るユーザのタッチ操作が行われると、タッチ操作に応じて予め定められた処理が実行され
る。
　なお、第１表示画面１１Ａには、例えば液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイ等を
用いて良い。また、タッチパネルの構成には、静電容量方式や抵抗膜方式など各種方式を
用いて良い。
【００１３】
　第１操作ボタン１２Ａは、実施形態１では第１表示画面１１Ａと同じ面に設けられてい
る。第１操作ボタン１２Ａは、機械的な構造により構成されたボタンである。そして、第
１操作ボタン１２Ａは、タッチパネルとして機能する第１表示画面１１Ａとは別に、ユー
ザの操作を受け付ける。本実施形態では、第１操作ボタン１２Ａは、押下された際に、例
えば後述するホーム画面画像３２を第１表示画面１１Ａに表示させる。
　第１カメラ１３Ａは、実施形態１では第１表示画面１１Ａと同じ面に設けられている。
そして、第１カメラ１３Ａは、被写体の画像や動画を撮影する。
【００１４】
　第１スイッチ１４Ａは、実施形態１では第１表示画面１１Ａと同じ面に設けられている
。そして、第１スイッチ１４Ａは、第２筐体部１Ｂが第２表示画面１１Ｂに接触すること
を検知する。実施形態１の端末装置１では、第１スイッチ１４Ａにおける接触検知によっ
て、端末装置１が閉じた状態であると判断する。
【００１５】
　制御部１５は、端末装置１の全体を統括的に制御する。例えば、制御部１５は、第１筐
体部１Ａおよび第２筐体部１Ｂの電源制御や、第１表示画面１１Ａに表示する画像の表示
制御や、ネットワーク等を介した通信制御などの各種制御を行う。
【００１６】
　第２筐体部１Ｂは、第２表示画面１１Ｂと、第２操作ボタン１２Ｂと、第２カメラ１３
Ｂと、第２スイッチ１４Ｂとを有する。
　実施形態１において、第２筐体部１Ｂの構成は、第１筐体部１Ａと同様である。具体的
には、第２表示画面１１Ｂ、第２操作ボタン１２Ｂ、および第２カメラ１３Ｂは、それぞ
れ、第１筐体部１Ａの第１表示画面１１Ａ、第１操作ボタン１２Ａ、および第１カメラ１
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３Ａとそれぞれ同じである。
　なお、以下の説明において、第１表示画面１１Ａと第２表示画面１１Ｂとを区別しない
場合には、表示画面１１と総称する。
【００１７】
　第２スイッチ１４Ｂは、第２筐体部１Ｂにおいて第２表示画面１１Ｂの反対側の面に設
けられている。そして、第２スイッチ１４Ｂは、第１筐体部１Ａの第１表示画面１１Ａと
は逆側の接触を検知する。実施形態１では、第２スイッチ１４Ｂによる接触検知によって
、端末装置１が表裏画面状態であると判断する。
　さらに、実施形態１では、第１スイッチ１４Ａおよび第２スイッチ１４Ｂの両方による
接触検知がない場合には、端末装置１が開いた状態であると判断する。
【００１８】
　なお、実施形態１において、第１表示画面１１Ａおよび第２表示画面１１Ｂ（表示画面
１１）が多面方向を向く画像表示面の一例として機能し、第１筐体部１Ａおよび第２筐体
部１Ｂが表示部の一例として機能する。
【００１９】
　次に、端末装置１のハードウェア構成について説明する。
　図２は、実施形態１の端末装置１のハードウェア構成例を示した図である。
　図２に示すように、端末装置１は、演算手段であるＣＰＵ１０１と、記憶手段であるメ
インメモリ１０２、フラッシュメモリ１０３とを備える。また、端末装置１は、外部との
通信を行うための通信Ｉ／Ｆ１０４と、音を取得するマイク１０５と、音を出力するスピ
ーカ１０６と、端末装置１の向き検知するジャイロセンサ１０７と、端末装置１の動きを
検知する加速度センサ１０８とを備える。
【００２０】
　ＣＰＵ１０１は、ＯＳ（Operating System）やアプリケーションソフトウェア等の各種
プログラムを実行し、端末装置１の各機能を実現する。また、メインメモリ１０２は、各
種プログラムやその実行に用いるデータ等を記憶する記憶領域であり、フラッシュメモリ
１０３は、各種プログラムに対する入力データや各種プログラムからの出力データ等を記
憶する記憶領域である。
【００２１】
　以上のように構成される実施形態１の端末装置１では、端末装置１の状態に応じて、第
１表示画面１１Ａおよび第２表示画面１１Ｂに対する画像の表示態様を異ならせる場合が
ある。
　具体的には、閉じた状態の端末装置１において、端末装置１は、第１表示画面１１Ａお
よび第２表示画面１１Ｂに対する画像の表示を行わない所謂画面スリープを行う場合があ
る。
　また、開いた状態の端末装置１において、端末装置１は、第１表示画面１１Ａおよび第
２表示画面１１Ｂに対して、別々の画像を表示したり、両方の画面にわたって連続する一
の画像を表示したりする場合がある。
　さらに、表裏画面状態の端末装置１において、端末装置１は、第１表示画面１１Ａおよ
び第２表示画面１１Ｂのうち、一方の画面に対してユーザのタッチ操作を受け付ける操作
面１１ｐ（後述する図５（ａ）参照）を設定し、他方の画面に対してユーザのタッチ操作
を受け付けない非操作面１１ｎ（後述する図５（ｂ）参照）に設定する処理である操作面
設定処理を行う。
【００２２】
　なお、本実施形態の説明において、表示画面１１においてタッチ操作を受け付けないこ
とは、タッチ接触に応じた処理の実行を無効にすることを意味している。従って、表示画
面１１においてタッチ操作を受け付けない設定であっても、表示画面１１に対するユーザ
による接触は検知する。
【００２３】
　そして、実施形態１の端末装置では、表示画面１１における接触面積に基づいて操作面
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設定処理を行う接触モードと、端末装置１の設置状態に基づいて操作面設定処理を行う平
置きモードとを有する。これら接触モードおよび平置きモードを含め、操作面設定処理に
ついては、後に詳しく説明する。
【００２４】
　次に、操作面設定処理について詳細に説明する。
　図３は、実施形態１の操作面設定処理を実現する制御部１５の機能ブロック図である。
　図４は、表示画面１１に表示する画像の一例である。
　なお、図４（ａ）はホーム画面の一例の図であり、図４（ｂ）および図４（ｃ）はメニ
ュー画面の一例の図である。
【００２５】
　図３に示すように、制御部１５（実行部の一例）は、表示する情報を取得する表示情報
取得部２１と、端末装置１の状態を検知する状態検知部２２（移動検知部の一例）と、表
示画面１１における接触を検知する接触検知部２３とを有する。また、制御部１５は、操
作面１１ｐおよび非操作面１１ｎを決定する操作面決定部２４（設定部の一例）と、画像
を描画する描画部２５（表示制御部の一例）と、電源の制御を行う電源制御部２６とを有
する。
　なお、本実施形態では、接触検知部２３および操作面決定部２４が、特定部の一例とし
て機能する。
【００２６】
　表示情報取得部２１は、表示画面１１に表示するための表示情報を、端末装置１のフラ
ッシュメモリ１０３や、ネットワーク等を介して外部から取得する。そして、表示情報取
得部２１は、取得した表示情報を描画部２５に送る。
【００２７】
　より詳細には、図４（ａ）に示すように、表示情報取得部２１は、端末装置１の状況を
表示するステータス表示画像３１や、ホーム画面画像３２や、画面遷移しても常駐して表
示される常駐ボタン画像３３などの表示情報を取得する。
　さらに、表示情報取得部２１は、通話操作、インターネット閲覧、撮影、静止画および
動画の閲覧、ゲームなど各種アプリケーションを実行する際の画像を取得する。さらに、
図４（ｂ）および図４（ｃ）に示すように、表示情報取得部２１は、各種アプリケーショ
ンを実行する際に、アプリケーションごとのアプリメニュー画像３４を取得する。
【００２８】
　図４（ａ）に示すように、ステータス表示画像３１は、現在時刻、電波受信強度、電池
残量などを表示する。
　また、ホーム画面画像３２は、全ての操作の基本となる画面である。すなわち、ホーム
画面画像３２は、端末装置１に搭載される機能を実行するための操作を行う起点となる画
面である。具体的には、ホーム画面画像３２は、各アプリケーションを起動するためのア
プリアイコン４１や、通話のための通話ボタン画像４２や、ホーム画面に表示されていな
いアプリケーション等を示すアイコンの一覧を表示させるための一覧表示ボタン画像４３
などを表示する。
　常駐ボタン画像３３は、ホーム画面を表示するためのホームボタン、前回表示していた
画面に戻るボタン、起動中のアプリケーションに遷移するための遷移ボタンなどを表示す
る。
【００２９】
　図４（ｂ）に示すように、アプリメニュー画像３４は、収容された状態では表示画面１
１の端部にて一部のみが表示される。そして、図４（ｃ）に示すように、アプリメニュー
画像３４は、ユーザのタッチ操作によってスライドされることで、表示画面１１において
全体が展開される。
【００３０】
　図３に示すように、状態検知部２２は、第１スイッチ１４Ａおよび第２スイッチ１４Ｂ
による接触検知の結果に基づいて、端末装置１の開閉状態（開いた状態、閉じた状態、表
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裏画面状態）を判断する。そして、状態検知部２２は、判断した端末装置１の状態に関す
る状態情報を操作面決定部２４に送る。
　また、状態検知部２２は、ジャイロセンサ１０７の検知結果に基づいて、端末装置１の
向きに関する方向情報を取得する。そして、状態検知部２２は、取得した端末装置１の方
向情報を操作面決定部２４に送る。
【００３１】
　接触検知部２３は、タッチパネルとして機能する表示画面１１に対するユーザのタッチ
操作を検出する。そして、接触検知部２３は、検出したユーザのタッチ操作の情報を、描
画部２５に送る。
　また、接触検知部２３は、第１表示画面１１Ａおよび第２表示画面１１Ｂに対する接触
面積をそれぞれ算出する。そして、接触検知部２３は、第１表示画面１１Ａおよび第２表
示画面１１Ｂにおける接触面積に関する接触面積情報を操作面決定部２４に送る。
【００３２】
　操作面決定部２４は、状態検知部２２から取得した端末装置１の状態情報、および接触
検知部２３から取得した接触面積情報に基づいて、端末装置１を操作するユーザの位置を
特定（推定）する。そして、操作面決定部２４は、表示画面１１に対する操作面１１ｐお
よび非操作面１１ｎの決定を行う。そして、操作面決定部２４は、決定した操作面１１ｐ
および非操作面１１ｎに関する設定情報を描画部２５および電源制御部２６に送る。
　なお、操作面決定部２４による操作面１１ｐおよび非操作面１１ｎの決定についての具
体的な内容については、後に詳しく説明する。
【００３３】
　描画部２５は、操作面決定部２４によって設定された操作面１１ｐに対して、表示情報
取得部２１から取得した表示情報に基づいて画像を表示する。また、描画部２５は、接触
検知部２３にて検出されたユーザによる表示画面１１に対するタッチ操作に応じて、表示
画面１１に表示する画像の表示制御を行う。
【００３４】
　電源制御部２６は、第１表示画面１１Ａまたは第２表示画面１１Ｂに対して電源を入れ
たり切ったりする制御を行う。また、電源制御部２６は、操作面決定部２４から取得した
操作面１１ｐおよび非操作面１１ｎに関する設定情報に基づいて、電源の制御を行う。
　なお、電源制御部２６による表示画面１１に対する電源の制御の具体的な内容について
は、後に詳しく説明する。
【００３５】
〔実施形態１の操作面設定処理〕
　次に、制御部１５が行う実施形態１の操作面設定処理（接触モード、平置きモード）に
ついて詳細に説明する。
　図５は、表裏画面状態の端末装置１をユーザが保持した状態を示す図である。
　なお、図５（ａ）は端末装置１をユーザの顔から見た図であり、図５（ｂ）は端末装置
１を手の甲の側から見た図である。
　図６は、操作面設定処理中におけるカメラ起動の際の説明図である。
【００３６】
（接触モード）
　まず、操作面設定処理における接触モードについて説明する。
　操作面設定処理では、第１表示画面１１Ａおよび第２表示画面１１Ｂに対する接触面積
情報を取得する。実施形態１において、第１表示画面１１Ａおよび第２表示画面１１Ｂは
、タッチパネルとして機能している。そのため、端末装置１では、第１表示画面１１Ａお
よび第２表示画面１１Ｂに対する接触物の接触面積を得られる。
【００３７】
　例えば、図５（ａ）および図５（ｂ）に示すように、表裏画面状態の端末装置１をユー
ザが手で保持し、ユーザが表示画面１１を見ている状態を想定する。この例では、第１表
示画面１１Ａ側がユーザの顔に対向し、第２表示画面１１Ｂ側が手のひらに対向する。
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　この状態の端末装置１では、第１表示画面１１Ａにおいてはユーザの指が触れるか触れ
ないかの程度であるのに対して、第２表示画面１１Ｂにおいてはユーザの手のひらが接触
する。従って、第２表示画面１１Ｂにおける接触面積は、第１表示画面１１Ａと比較して
大きくなる。
【００３８】
　上述した状況において、操作面決定部２４は、第１表示画面１１Ａに対し、タッチパネ
ル操作を受け付ける操作面１１ｐとして決定する。一方で、操作面決定部２４は、第２表
示画面１１Ｂに対し、タッチパネル操作を受け付けない非操作面１１ｎの決定を行う。
【００３９】
　なお、第１表示画面１１Ａおよび第２表示画面１１Ｂのうち、接触面積が比較的大きい
方を非操作面１１ｎに設定するのに際し、表示画面１１に対して一定面積以上の接触面積
があることを条件として加えても良い。この一定面積は、例えばユーザの指の接触よりも
大きく、手のひらが接している場合の接触面積に基づいて定められている。これによって
、操作面設定処理において、ユーザの手のひらが接触していると判断する際の精度が高ま
る。
【００４０】
　そして、操作面設定処理では、操作面１１ｐとして設定されている第１表示画面１１Ａ
に、ホーム画面画像３２（図４（ａ）参照）の表示を行うようにする。この例の場合、第
２表示画面１１Ｂに対するタッチ操作は受け付けない設定になっている。そのため、実施
形態１では、操作面１１ｐに設定されている第１表示画面１１Ａにおいて優先的にホーム
画面画像３２を表示するようにしている。
　一方で、操作面設定処理では、非操作面１１ｎに設定されている第２表示画面１１Ｂに
対しては画像を表示しないようにしている。
【００４１】
　以上のように、実施形態１の端末装置１では、ユーザが端末装置１を手にする状態に応
じてユーザに必要な表示（例えば、ホーム画面画像３２の表示）をユーザの顔の正面に表
示させている。すなわち、実施形態１の端末装置１では、実質的にユーザの位置を検出し
検出したユーザの位置に応じてユーザに正面データを表示する。
【００４２】
　また、実施形態１の操作面設定処理では、電源制御部２６を介して、第２表示画面１１
Ｂに対して電源を切る処理を行う。第２表示画面１１Ｂに対するタッチ操作を受け付けな
い設定になっており、第２表示画面１１Ｂに電源を供給する必要が無いためである。なお
、第２表示画面１１Ｂの電源を切るのみならず、第２筐体部１Ｂの電源を切っても良い。
【００４３】
　なお、第２表示画面１１Ｂや第２筐体部１Ｂの電源を切る操作を行うことに限定するも
のではない。例えば、第２表示画面１１Ｂに対して非操作面１１ｎの設定をしながら、第
２表示画面１１Ｂに特定の画像を表示しても良い。
【００４４】
　上記の例では、第２表示画面１１Ｂに対してユーザの手のひらが接している場合を例に
しているが、第１表示画面１１Ａに対してユーザの手のひらが接し、第２表示画面１１Ｂ
をユーザが見ている場合には、第１表示画面１１Ａにおける接触面積が、第２表示画面１
１Ｂより大きくなる。この場合には、第１表示画面１１Ａを非操作面１１ｎに設定し、第
２表示画面１１Ｂを操作面１１ｐに設定する。
【００４５】
　また、端末装置１は、第１カメラ１３Ａおよび第２カメラ１３Ｂに基づいて、端末装置
１を操作するユーザの位置を特定（検知）し、表示画面１１に対する操作面１１ｐおよび
非操作面１１ｎの設定を行っても良い。例えば、第１カメラ１３Ａおよび第２カメラ１３
Ｂの一方で、端末装置１を保持しているユーザの顔を検知する場合には、そのカメラが設
けられる側の表示画面１１を操作面１１ｐに設定する。一方で、ユーザの顔を検知できな
かったカメラが設けられる側の表示画面１１を非操作面１１ｎに設定する。
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【００４６】
　なお、実施形態１において、操作面設定処理による操作面１１ｐおよび非操作面１１ｎ
の設定は、ユーザによる操作面設定の解除操作や、端末装置１が開いた状態になった場合
に解除する。
【００４７】
　続いて、図６を参照しながら、操作面設定処理中に、カメラが起動された場合について
説明する。
　なお、以下の例では、操作面設定処理によって、第１表示画面１１Ａに対して操作面１
１ｐが設定され、第２表示画面１１Ｂに対して非操作面１１ｎが予め設定されている場合
を用いて説明する。
【００４８】
　図６（ａ）および図６（ｂ）に示すように、カメラ撮影が行われる際には、第２カメラ
１３Ｂにて撮影される被写体等の画像が第１表示画面１１Ａに表示される。そして、第１
表示画面１１Ａに表示される撮影ボタン画像４４に対するユーザのタッチ操作に基づいて
、撮影が行われる。
　一方、第２表示画面１１Ｂには、カメラ撮影に関する裏面側操作ボタン画像４５が表示
される。実施形態１において、裏面側操作ボタン画像４５は、被写体を拡大するズームア
ップおよび被写体を小さくするズームバックのボタンである。そして、非操作面１１ｎと
して設定されていた第２表示画面１１Ｂに対するユーザの操作は、一時的に受け付けられ
る状態になる。
【００４９】
　以上のように、操作面１１ｐに設定されている表示画面１１にて特定のアプリケーショ
ンが実行されている場合には、非操作面１１ｎに設定された表示画面１１に表示される画
像が変更され、さらに非操作面１１ｎに設定された表示画面１１に対する操作が一時的に
有効になる。
　なお、上述した例では、アプリケーションの一例としてカメラ撮影の例を説明したが、
ゲームなど他のアプリケーションであっても良い。
【００５０】
（平置きモード）
　次に、端末装置１の操作面設定処理における平置きモードについて説明する。
　図５（ｃ）に示すように、実施形態１の端末装置１では、表裏画面状態の端末装置１が
テーブルなどに平らに置かれている場合には、平置きモードを実行する。平置きモードで
は、ジャイロセンサ１０７（図２参照）の検知結果に基づいて、端末装置１の向きを把握
する。さらに、端末装置１が水平方向に沿って置かれている場合に、端末装置１の上下の
向きを検知する。
　そして、平置きモードでは、端末装置１において下側に位置している表示画面１１に対
して非操作面１１ｎの設定を行い、端末装置１において上側に位置している表示画面１１
に対して操作面１１ｐの設定を行う。さらに、実施形態１では、下側の表示画面１１に対
しては表示を行わない。
　なお、平置きモードにおいて、端末装置１において下側に配置されている方の第１筐体
部１Ａまたは第２筐体部１Ｂの電源を切っても良い。
【００５１】
　続いて、実施形態１の端末装置１の制御部１５が実行する操作面設定処理について説明
する。
　図７は、実施形態１の操作面設定処理の動作フロー図である。
　表裏画面状態の端末装置１において、第１表示画面１１Ａおよび第２表示画面１１Ｂの
接触面積の差異があるか否かを判断する（Ｓ１０１）。
　Ｓ１０１にて接触面積に差異がなければ（Ｓ１０１にてＮｏ）、端末装置１の向きが水
平であるか否かを判断する（Ｓ１０２）。Ｓ１０２にて端末装置１が水平に配置されてい
る場合には（Ｓ１０２にてＹｅｓ）、平置きモードに設定する（Ｓ１０３）。そして、第
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１表示画面１１Ａおよび第２表示画面１１Ｂのうち下側に位置している画面に対して非操
作面１１ｎの設定を行う（Ｓ１０４）。
　また、Ｓ１０２にて端末装置１が水平になっていない場合には（Ｓ１０２にてＮｏ）、
第１表示画面１１Ａおよび第２表示画面１１Ｂにそれぞれ画像を表示する２画面表示を行
う（Ｓ１０５）。
【００５２】
　一方、Ｓ１０１にて接触面積に差異があれば（Ｓ１０１にてＹｅｓ）、接触モードに設
定する。（Ｓ１０６）。そして、第１表示画面１１Ａおよび第２表示画面１１Ｂのうち、
接触面積が小さい（ゼロを含む）方の表示画面１１を操作面１１ｐに設定し、接触面積が
大きい方の表示画面１１を非操作面１１ｎに設定する（Ｓ１０７）。
【００５３】
　次に、カメラが起動されているか否かを判断する（Ｓ１０８）。カメラが起動されてい
なければ（Ｓ１０８にてＮｏ）、Ｓ１１３に進む。
　カメラが起動されている場合には（Ｓ１０８にてＹｅｓ）、操作面１１ｐに設定された
表示画面１１に被写体の画像を表示する。さらに、カメラが起動されている場合には（Ｓ
１０８にてＹｅｓ）、非操作面１１ｎに設定された表示画面１１にカメラの操作に関する
ボタン画像である裏面側操作ボタン画像４５（図６（ｂ）参照）を表示する（Ｓ１０９）
。そして、非操作面１１ｎに設定された表示画面１１に対するタッチ操作を一時的に受け
付ける（Ｓ１１０）。
　その後、カメラが終了されているか否かを判断する（Ｓ１１１）。カメラが終了してい
なければ（Ｓ１１１にてＮｏ）、ステップ１０９に戻る。一方、カメラが終了している場
合には（Ｓ１１１でＹｅｓ）、非操作面１１ｎとして設定されていた表示画面１１に対す
るタッチ操作を再び受け付けない設定に戻す（Ｓ１１２）。
【００５４】
　その後、操作面設定の解除の設定、または、表裏画面状態から他の状態に移行している
かを判断する（Ｓ１１３）。Ｓ１１３にて解除の設定や他の状態への移行がなければ（Ｓ
１１３にてＮｏ）、ステップ１０１に戻る。
　一方、Ｓ１１３にて解除の設定や他の状態への移行があれば（Ｓ１１３にてＹｅｓ）、
操作面設定処理を終了する（Ｓ１１４）。
【００５５】
＜実施形態２＞
　続いて、実施形態２の端末装置５について説明する。なお、実施形態２の説明において
、実施形態１において説明した構成と同様なものについては、同一の符号を付してその詳
細な説明を省略する。
【００５６】
　図８は、実施形態２の端末装置５の全体斜視図である。
　図８（ａ）および図８（ｂ）に示すように、端末装置５は、画像を表示する表示画面５
１（画像表示面の一例）と、カメラ５２と、操作ボタン５３と、制御部５４とを有する。
なお、端末装置５のハードウェア構成は、端末装置１（図２参照）と同様である。
　表示画面５１は、円筒状に形成されており全周（３６０度）に表示面が形成されている
。すなわち、表示画面５１は、多面方向を向いている。また、表示画面５１は、タッチパ
ネルとして機能するようになっており、ユーザの指等のタッチ操作を検知する。なお、表
示画面５１には、例えば有機ＥＬディスプレイ等を用いても良い。
【００５７】
　図８（ｂ）に示すように、操作ボタン５３は、電源ボタン５３１と、操作キー５３２と
、ホーム画面表示ボタン５３３と、を有している。電源ボタン５３１は、端末装置５全体
の電源を入れたり切ったりする。操作キー５３２は、例えば、音声出力時における音量の
調整や、表示画面５１に対する操作等を行う際に用いる。ホーム画面表示ボタン５３３は
、ホーム画面画像３２（図４（ａ）参照）を表示画面５１に表示させるためのボタンであ
る。
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【００５８】
　制御部５４は、端末装置５の全体を統括的に制御する。制御部５４は、端末装置５全体
の電源制御、表示画面５１に表示する画像の表示制御、ネットワーク等を介した通信制御
など、各種制御を行う。
【００５９】
　以上のように構成される実施形態２の端末装置５では、表示画面５１に対するユーザの
手などの接触状態に応じて、表示画面５１における画像の表示態様および操作態様を異な
らせる場合がある。
　具体的には、端末装置５は、ユーザによって表示画面５１が握られるようにして保持さ
れていない場合などにおいて、表示画面５１の全周にわたって画像を表示する全方向表示
を行う。なお、この場合において、端末装置５では、表示画面５１の全周において表示画
面５１に対するタッチ操作を受け付ける。
【００６０】
　また、端末装置５は、ユーザによって表示画面５１が握られるようにして保持されてい
る場合には、表示画面５１のうちユーザのタッチ操作を受け付ける操作面５１ｐ（後述の
図１０（ａ）参照）と、ユーザのタッチ操作を受け付けない非操作面５１ｎ（後述の図１
０（ｂ）参照）とを設定する操作面設定処理を行う。そして、実施形態２では、操作面５
１ｐに対しては画像を表示し、非操作面５１ｎに対しては画像の表示を行わない。
　以下、実施形態２の操作面設定処理について詳細に説明する。
【００６１】
　図９は、実施形態２の制御部５４の機能の説明図である。
　図９に示すように、制御部５４（実行部の一例）は、表示する情報を取得する表示情報
取得部６１と、端末装置１の状態を検知する状態検知部６２と、表示画面５１における接
触を検知する接触検知部６３とを有する。また、制御部５４は、操作面５１ｐおよび非操
作面５１ｎを決定する操作面決定部６４（設定部の一例）と、画像を描画する描画部６５
（表示制御部の一例）と、電源の制御を行う電源制御部６６とを有する。
　なお、本実施形態では、接触検知部６３および操作面決定部６４が、特定部の一例とし
て機能する。
【００６２】
　表示情報取得部６１は、表示画面５１に表示するための表示情報を、端末装置５のフラ
ッシュメモリ１０３や、ネットワーク等を介して外部から取得する。そして、表示情報取
得部６１は、取得した表示情報を描画部６５に送る。
【００６３】
　状態検知部６２は、ジャイロセンサ１０７の検知結果に基づいて、端末装置５の向きに
関する方向情報を取得する。そして、状態検知部６２は、取得した端末装置５の方向情報
を操作面決定部６４に送る。
　また、状態検知部６２は、加速度センサ１０８の検知結果に基づいて、端末装置１の移
動に関する移動情報を取得する。そして、状態検知部６２は、取得した端末装置１の移動
情報を操作面決定部６４に送る。
【００６４】
　接触検知部６３は、タッチパネルとして機能する表示画面５１に対するユーザのタッチ
操作を検出する。そして、接触検知部６３は、検出したユーザのタッチ操作の情報を描画
部６５に送る。
　また、接触検知部６３は、例えば表示画面５１を周方向において予め定めた間隔で表示
画面５１を複数の分割領域５１Ｓに区切る（図８（ｂ）参照）。各分割領域５１Ｓは、端
末装置５の周方向に予め定められた幅を有し、軸方向の一端部から他端部に延びている。
そして、接触検知部６３は、表示画面５１の複数の分割領域５１Ｓ毎に、ユーザによる接
触の接触面積を算出する。そして、接触検知部６３は、表示画面５１の各分割領域５１Ｓ
の接触面積に関する接触面積情報を操作面決定部６４に送る。
【００６５】
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　操作面決定部６４は、接触検知部６３から取得した接触面積情報に基づいて、端末装置
１を操作するユーザの位置を特定（推定）する。そして、操作面決定部６４は、表示画面
５１に対する操作面５１ｐおよび非操作面５１ｎの決定を行う。そして、操作面決定部６
４は、決定した操作面５１ｐおよび非操作面５１ｎに関する設定情報を描画部６５および
電源制御部６６に送る。
　なお、操作面決定部６４による操作面５１ｐおよび非操作面５１ｎの決定についての具
体的な内容については、後に詳しく説明する。
【００６６】
　描画部６５は、操作面決定部６４によって設定された操作面５１ｐに対して、表示情報
取得部６１から取得した表示情報に基づいて画像を表示する。また、描画部６５は、接触
検知部６３にて検出されたユーザによる表示画面５１に対するタッチ操作に応じて、表示
画面５１に表示する画像の表示制御を行う。
【００６７】
　電源制御部６６は、表示画面５１に対して電源を入れたり切ったりする制御を行う。ま
た、電源制御部６６は、操作面決定部６４から取得した操作面５１ｐおよび非操作面５１
ｎに関する設定情報に基づいて、電源の制御を行う。
　なお、電源制御部６６による表示画面５１に対する電源の制御の具体的な内容について
は、後に詳しく説明する。
【００６８】
〔実施形態２の操作面設定処理〕
　次に、実施形態２の操作面設定処理について詳細に説明する。
　図１０は、端末装置５をユーザが保持した状態を示す図である。
　操作面設定処理では、まず、表示画面５１におけるユーザの手などの接触面積に関する
接触面積情報を取得する。実施形態２では、表示画面５１は、タッチパネルである。その
ため、操作面設定処理では、表示画面５１に対する接触物の接触面積を得られる。
【００６９】
　例えば、図１０（ａ）および図１０（ｂ）に示すように、表裏画面状態の端末装置５を
ユーザが手で保持し、端末装置５を見ている状態を想定する。この例では、表示画面５１
のうち一部がユーザの顔に対向し、表示画面５１のうち一部が手のひらに対向する。
　この場合において、図１０（ｂ）示すように、表示画面５１のうちユーザの手のひらが
接触している部分（以下、接触領域５１Ａと称する）については接触面積が大きく、図１
０（ａ）示すように、表示画面５１のうちユーザの手のひらが接触していない部分（以下
、非接触領域５１Ｂ）については接触面積が小さく（ゼロを含む）なる。
　なお、実施形態２において、接触領域５１Ａは、一定面積以上の接触面積があることを
条件としている。この一定面積は、例えばユーザの指の接触面積よりも大きく、手のひら
が接している場合の接触面積とする。これによって、操作面設定処理において、ユーザの
手のひらが接触していると判断する際の精度が高まる。
【００７０】
　そして、実施形態２において、図１０（ｂ）に示すように、表示画面５１のうち接触領
域５１Ａについては、タッチパネル操作を受け付けない非操作面５１ｎに設定する。なお
、非操作面５１ｎは、端末装置５の円柱軸方向の一端部から他端部にわたって帯状に形成
する。一方、図１０（ａ）に示すように、表示画面５１のうち非接触領域５１Ｂについて
は、タッチパネル操作を受け付ける操作面５１ｐに設定する。なお、操作面５１ｐは、端
末装置５の円柱軸方向の一端部から他端部にわたって帯状に形成する。
　以上のように操作面５１ｐおよび非操作面５１ｎを設定することで、ユーザの顔に対し
て操作面５１ｐが対向するように設定が行われる。
【００７１】
　さらに、操作面設定処理では、操作面５１ｐとして設定されている非接触領域５１Ｂに
、ホーム画面画像３２の表示を行う。この例の場合、接触領域５１Ａに対するタッチ操作
を受け付けない設定になっている。そのため、実施形態２の端末装置５では、操作面５１
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ｐに設定されている非接触領域５１Ｂにおいて優先的にホーム画面画像３２を表示するよ
うにしている。
　また、操作面設定処理では、表示画面５１に文書画像などを表示する場合には、操作面
５１ｐの端部を基準に文書画像を表示させる。例えば、文書画像として横書きの文章を表
示する際には、文書の冒頭部分を操作面５１ｐの端部に合わせるようにする。さらに、操
作面設定処理では、閉じた状態のアプリメニュー画像３４（図４（ｂ）および図４（ｃ）
参照）についても、操作面５１ｐの端部に合わせるように表示させる。
【００７２】
　以上のように、実施形態１の端末装置１では、ユーザが端末装置１を手にする状態に応
じてユーザに必要な表示（例えば、ホーム画面画像３２の表示、文書画像の冒頭部分の表
示等）をユーザの顔の正面に表示させている。
【００７３】
　そして、実施形態２の操作面設定処理では、非操作面５１ｎに対しては画像を表示しな
いようにしている。例えば、実施形態２のように有機ＥＬディスプレイなど自発光型のデ
ィスプレイを採用している場合には、非操作面５１ｎに対する表示を行わないことで、消
費電力が低減される。
【００７４】
　なお、実施形態２では、操作面設定処理による操作面５１ｐおよび非操作面５１ｎの設
定は、ユーザによる操作面設定の解除操作や表示画面５１において一定時間の接触がなか
った場合に解除する。
【００７５】
　続いて、操作面設定処理が実行されている場合における画面表示について説明する。
　以下では、〔１〕スクロール操作、〔２〕指先回転操作、〔３〕シェイク操作について
説明する。
　スクロール操作は、ユーザが一方の手で端末装置５を保持しており、ユーザの他方の手
の指で操作面５１ｐに対するスライドが行われる操作のことである。
　指先回転操作は、ユーザが指先を動かして端末装置５を物理的に回転させる動作を行う
操作である。指先回転操作では、表示画面５１に対するユーザの手の接触位置が変化しな
がら表示画面５１に対するユーザの顔が対向する対向領域が変わる。すなわち、指先回転
操作によって、表示画面５１における接触領域５１Ａの位置が変化する。
　シェイク（振る）操作は、ユーザが端末装置５を手で保持しながら、端末装置５を素早
く回転させる操作である。すなわち、シェイク操作は、表示画面５１に対するユーザの手
の接触位置が変化せずに、端末装置５の移動が行われる操作である。
【００７６】
〔１〕スクロール操作
　図１１は、実施形態２の端末装置５におけるスクロール操作の説明図である。
　なお、図１１（ａ）および図１１（ｂ）は操作面設定処理が実行されている状態の端末
装置５の斜視図であり、表示画面５１には一例として文書画像である表示画像４６が表示
されている。また、図１１（ｃ）および図１１（ｄ）は、表示画面５１、操作面５１ｐ、
非操作面５１ｎ、表示画像４６の関係を説明するための概念図である。そして、図１１（
ａ）と図１１（ｃ）とが対応し、図１１（ｂ）と図１１（ｄ）とが対応する。
　なお、説明の便宜上、ユーザの顔に対応する対向領域５５を一点鎖線で表示している。
また、図１１（ｃ）および図１１（ｄ）には、図１１（ａ）および図１１（ｂ）の電源ボ
タン５３１に対応する位置に、三角形のマーク５３１Ｍを表示している。さらに、表示画
像４６の先頭に白い星のマーク４６１Ｍと、表示画像４６の終端に黒い星のマーク４６２
Ｍを表示している。
【００７７】
　図１１（ａ）に示すように、ユーザの手によって端末装置１が保持されている。そして
、上述した操作面設定処理によって、表示画面５１においては操作面５１ｐおよび非操作
面５１ｎが設定される。また、表示画面５１には、表示画像４６およびアプリメニュー画
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像３４が表示される。
　より詳細には、図１１（ｃ）に示すように、表示画像４６の前半部分およびアプリメニ
ュー画像３４が操作面５１ｐに表示される。これによって、表示画面５１において表示画
像４６の前半部分およびアプリメニュー画像３４がユーザの顔に対向するように表示され
る。また、表示画像４６のうち後半部分が非操作面５１ｎに表示されている。
【００７８】
　そして、図１１（ｂ）に示すように、ユーザが指などによって操作面５１ｐに表示され
る表示画像４６をスクロール操作する。そして、スクロール操作に伴って、表示画面５１
における表示画像４６の表示位置が変化する。
　より詳細には、図１１（ｄ）に示すように、非操作面５１ｎに表示されていた表示画像
４６の後半部分が操作面５１ｐに表示される。これによって、表示画面５１において表示
画像４６の後半部分が、ユーザの顔に対向する対向領域５５に表示される。一方、表示画
像４６の前半部分は、非操作面５１ｎに表示されることになる。なお、アプリメニュー画
像３４は、スクロールの前後において変わらず操作面５１ｐの端部に表示される。
【００７９】
　以上のようにして、スクロール操作が行われることにより、ユーザの顔に対向する対向
領域５５となる操作面５１ｐに対する表示画像４６の表示状態が変更される。
【００８０】
〔２〕指先回転操作
　図１２は、実施形態２の端末装置５における指先回転操作の説明図である。
　なお、図１２（ａ）および図１２（ｂ）は操作面設定処理が実行されている状態の端末
装置５の斜視図であり、表示画面５１には文書画像である表示画像４６が表示されている
。また、図１２（ｃ）および図１２（ｄ）は、表示画面５１、操作面５１ｐ、非操作面５
１ｎ、表示画像４６の関係を説明するための概念図である。そして、図１２（ａ）と図１
２（ｃ）とが対応し、図１２（ｂ）と図１２（ｄ）とが対応する。
【００８１】
　図１２（ａ）に示すように、ユーザの手によって端末装置５が保持されている。そして
、上述した操作面設定処理によって、表示画面５１においては操作面５１ｐおよび非操作
面５１ｎが設定される。また、表示画面５１には、表示画像４６およびアプリメニュー画
像３４が表示される。
　より詳細には、図１２（ｃ）に示すように、表示画像４６の前半部分およびアプリメニ
ュー画像３４が操作面５１ｐに表示される。これによって、表示画面５１において表示画
像４６の前半部分およびアプリメニュー画像３４が、ユーザの顔に対向する対向領域５５
に表示される。また、表示画像４６のうち後半部分が非操作面５１ｎに表示されている。
【００８２】
　そして、図１２（ｂ）に示すように、ユーザが指などによって端末装置５を転がすよう
に回転させる指先回転操作を行う。指先回転操作においては、表示画面５１（端末装置５
）に対する表示画像４６の相対的な位置関係は固定されている。従って、端末装置５が回
転することで、回転量に応じてユーザの顔に対向する対向領域５５に表示される表示画像
４６の部分が変化する。
【００８３】
　より詳細には、図１２（ｄ）に示すように、回転前の状態において電源ボタン５３１側
に表示されていた表示画像４６の後半部分が、ユーザの顔に対向する位置に移動する。ま
た、表示画面５１に対するユーザの手の接触箇所が変化するため、表示画面５１における
操作面５１ｐおよび非操作面５１ｎの位置も変化する。この例では、回転前においては電
源ボタン５３１側に非操作面５１ｎが設定されていたが、回転後においては電源ボタン５
３１側には操作面５１ｐが設定された状態になる。
　なお、アプリメニュー画像３４は、表示画面５１における操作面５１ｐの設定位置の変
化に伴い、変化後の操作面５１ｐの端部に表示される。
【００８４】
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　そして、実施形態２の端末装置５では、指先回転操作が行われている際、操作面５１ｐ
におけるユーザのタッチ操作を受け付けないようにしている。上述のとおり、操作面５１
ｐの端部には、アプリメニュー画像３４が表示されている。指先回転操作では、操作面５
１ｐの端部にユーザの指が触れやすい。そのため、ユーザが意図せずにアプリメニュー画
像３４が展開されたり、メニュー項目が選択されるなどの誤操作が生じたりするおそれが
ある。
　そこで、実施形態２の端末装置５では、指先回転操作が行われる場合には、一時的に操
作面５１ｐに対するタッチ操作を受け付けないようにしている。
【００８５】
　以上のようにして、指先回転操作が行われることにより、表示画面５１に対する表示画
像４６の相対的な表示位置は固定されたまま、ユーザの顔に対向する表示画面５１の位置
が変更される。また、指先回転操作が行われることにより、表示画面５１に対する操作面
５１ｐおよび非操作面５１ｎの設定位置が変更される。
【００８６】
〔３〕シェイク操作
　図１３は、実施形態２の端末装置５におけるシェイク操作の説明図である。
　なお、図１３（ａ）および図１３（ｂ）は操作面設定処理が実行されている状態の端末
装置５の斜視図であり、表示画面５１には文書画像である表示画像４６が表示されている
。また、図１３（ｃ）および図１３（ｄ）は、表示画面５１、操作面５１ｐ、非操作面５
１ｎ、表示画像４６の関係を説明するための概念図である。そして、図１３（ａ）と図１
３（ｃ）とが対応し、図１３（ｂ）と図１３（ｄ）とが対応する。
【００８７】
　図１３（ａ）に示すように、ユーザの手によって端末装置５が保持されている。そして
、上述した操作面設定処理によって、表示画面５１においては操作面５１ｐおよび非操作
面５１ｎが設定される。また、表示画面５１には、表示画像４６およびアプリメニュー画
像３４が表示される。
　より詳細には、図１３（ｃ）に示すように、表示画像４６の前半部分およびアプリメニ
ュー画像３４が操作面５１ｐに表示される。これによって、表示画面５１において表示画
像４６の前半部分およびアプリメニュー画像３４がユーザの顔に対向するように表示され
る。また、表示画像４６のうち後半部分が非操作面５１ｎに表示されている。
【００８８】
　そして、図１３（ｂ）に示すように、ユーザが端末装置５を握ったまま端末装置５を周
方向に回転させるシェイク操作を行う。なお、シェイク操作は、ジャイロセンサ１０７に
よって、回転方向に予め定められた速度以上の移動が検知されたことを条件とする操作で
あっても良い。
　このシェイク操作に伴って、回転方向と同じ方向に向けて、表示画面５１において表示
画像４６が移動する。すなわち、表示画面５１に対する表示画像４６の相対的な表示位置
が変化する。
　より詳細には、非操作面５１ｎに表示されていた表示画像４６の後半部分が操作面５１
ｐに表示される。これによって、表示画面５１において表示画像４６の後半部分がユーザ
の顔に対向するように表示される。なお、アプリメニュー画像３４は、スクロールの前後
において変わらず操作面５１ｐの端部に表示される。一方、表示画像４６の前半部分は、
非操作面５１ｎに表示されることになる。
【００８９】
　以上のようにして、シェイク操作が行われることにより、ユーザの顔に対向する部分と
なる操作面５１ｐに対する表示画像４６の表示状態が変更される。
【００９０】
　続いて、実施形態２の端末装置５の制御部５４が実行する操作面設定処理について説明
する。
　図１４は、実施形態２の操作面設定処理の動作フロー図である。



(17) JP 2018-84908 A 2018.5.31

10

20

30

40

50

　端末装置５において、表示画面５１において一定面積以上の接触があるかを判断する（
Ｓ２０１）。Ｓ２０１にて一定面積以上の接触がなければ（Ｓ２０１にてＮｏ）、表示画
面５１の全体で画像を表示する全方向表示を行う（Ｓ２０２）。全方向表示では、表示画
面５１全体においてユーザのタッチ操作を受け付ける。
　一方、Ｓ２０１にて一定面積以上の接触がある場合には（Ｓ２０１にてＹｅｓ）、表示
画面５１のうち接触領域５１Ａを非操作面５１ｎに設定し、非接触領域５１Ｂを操作面５
１ｐに設定する（Ｓ２０３）。
　その後、操作面５１ｐに対するスクロール操作を検出する（Ｓ２０４）。操作面５１ｐ
に対するスクロール操作が検出されると（Ｓ２０４にてＹｅｓ）、スクロール操作に応じ
て表示画面５１に表示画像を移動させる（Ｓ２０５）。
【００９１】
　一方、操作面５１ｐにてスクロール操作が検出されなかった場合（Ｓ２０４にてＮｏ）
、あるいはＳ２０５にてスクロール操作に応じて画像を移動された後、指先回転操作が検
出されているか否かを判断する（Ｓ２０６）。
　Ｓ２０６にて指先回転操作を検出すると（Ｓ２０６にてＹｅｓ）、操作面５１ｐに対す
るタッチ操作を一時的に受け付けない設定にする（Ｓ２０７）。さらに、操作面５１ｐお
よび非操作面５１ｎの再設定を行うことで、操作面５１ｐおよび非操作面５１ｎが表示画
面５１に対して相対的に移動する（Ｓ２０８）。そして、この操作面５１ｐが表示画面５
１の移動によって、表示画面５１に表示される表示画像が移動する。
【００９２】
　そして、指先回転操作が検出されなかった場合（Ｓ２０６にてＮｏ）あるいはＳ２０８
にて操作面５１ｐおよび非操作面５１ｎの移動が行われた後、端末装置５に対するシェイ
ク操作が検出されたか否かを判断する（Ｓ２０９）。
　端末装置５のシェイク操作が検出されると（Ｓ２０９にてＹｅｓ）、端末装置５に対す
る回転操作の回転方向に応じて、表示画面５１に表示される画像を移動させる（Ｓ２１０
）。一方、端末装置５に対するシェイク操作が検出されなかったら、操作面設定の解除の
設定が行われるか、一定面積以上の接触が一定時間以上行われなかったかを判断する（Ｓ
２１１）。Ｓ２１１にて操作面設定の解除や時間の経過がなければ（Ｓ２１１にてＮｏ）
、ステップ２０１に戻る。
　一方、Ｓ２１２にて操作面設定の解除や一定時間の時間経過があれば（Ｓ２１１にてＹ
ｅｓ）、操作面設定処理を終了する（Ｓ２１２）。
【００９３】
　なお、実施形態２において、カメラ撮影を行う場合には、実施形態１と同様である。す
なわち、実施形態２の端末装置５においても、操作面５１ｐに被写体の画像が表示されて
いる場合には、非操作面５１ｎにカメラ撮影に関する操作ボタンを表示するとともに、非
操作面５１ｎに対するタッチ操作を一時的に有効にしても良い。
【００９４】
　なお、実施形態２の操作面設定処理において、非操作面５１ｎにおけるタッチ操作を受
け付けないようにしながら、非操作面５１ｎに画像を表示しても良い。
　一方で、実施形態２の操作面設定処理において、電源制御部６６は、表示画面５１のう
ち非操作面５１ｎ対して画面の電源を切るようにしても良い。
【００９５】
　実施形態２では、表示画面５１における接触面積に応じて操作面５１ｐおよび非操作面
５１ｎを決定し、さらに、操作面５１ｐに対してホーム画面画像３２を表示するなどして
いるが、この態様に限定されない。
　例えば、一定時間の間に、表示画面５１においてユーザによるタッチ操作の回数が多い
分割領域５１Ｓ（図８（ｂ）参照）と、タッチ操作の回数が少ない分割領域５１Ｓとを検
出する。すなわち、分割領域５１Ｓごとに、ユーザのタッチ操作の頻度を検出する。これ
によって、ユーザによるタッチ操作の回数が多い分割領域５１Ｓに基づいて表示画面５１
において操作面５１ｐに設定し、一方で、タッチ操作の回数が少ない分割領域５１Ｓに基
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づいて表示画面５１において非操作面５１ｎを設定するようにしても良い。
【００９６】
　なお、実施形態１においては折り畳まれることで表裏にそれぞれ表示画面１１が向く端
末装置１の例を用いて説明したが、折り畳まれなくても予め表裏にそれぞれ向く２つの画
面を有する端末装置であっても本実施形態の内容を適用しても良い。
　また、実施形態２においては円柱形状の端末装置５の例を用いて説明したが、円柱形状
に限らず、楕円形形状や角柱形状など多面方向に画像表示面を有する端末装置であっても
、本実施形態の内容を適用しても良い。
【符号の説明】
【００９７】
１…端末装置、５…端末装置、１１…表示画面、１１Ａ…第１表示画面、１１Ｂ…第２表
示画面、１１ｐ…操作面、１１ｎ…非操作面、３２…ホーム画面画像、５１…表示画面、
５１ｐ…操作面、５１ｎ…非操作面

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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